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　「大崎市話し合う協働のまちづくり

条例」は、市が合併以来進めてきた「市

民が主役協働のまちづくり」の実践を

踏まえ、協働のまちづくりの基本的な

考え方を定めています。

　今後の方向性を明らかにし、より一

層、市民と行政との協働を進めるため

に制定したもので、本年4 月1 日から施

行しました。 

 まちづくり推進課

   地域自治・ＮＰＯ担当　23-5069
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　まちはみんなでつくるもの。

　私たちは、より住みよい暮らしを実現する

ため、話し合いを大切にした協働のまちづく

りを進めます。

　暮らしの中にある悩みや不安、喜びや楽し

みを分かち合い、互いを尊重し、助け合いなが

ら、地域の抱える課題を解決していきます。

　そのために、市民も行政も、みんなが主体と

なって、対等な関係で話し合いを行います。

　話し合うことによって、想いや考えが伝わ

り、人と人とのつながりが生まれます。

　そして、一人では思いつかなかった新しい

気づきや発想が生まれます。

　そう、話し合いの過程が人をはぐくみ、まち

をつくるのです。

　話し合いの文化を根づかせていくことが、

私たちの目指す協働のまちづくりの姿です。

　そんなみんなの声が活かせるまちをつくる

ため、この条例を制定します。

大崎市話し合う協働のまちづくり条例に関する

情報は、市ウェブサイトをご覧ください。

http ://www.c i ty .osak i .m iyag i . jp/anna i/

sh iyakusho/tor ikumi/19 .htm l

大崎市話し合う
協働のまちづくり条例【前文】

大崎市話し合う協働のまちづくり条例を施行しました

　委員長として策定にかかわ

り、市民と行政が一体となっ

て作った条例だと誇りに思い

ます。

　市民の皆さんの声を聴き、

議論を重ねた内容になってい

ます。地域が笑顔であふれる

社会になってほしいですね。

　私は地元の若者が地域活性

化で活躍できる場づくりをす

るＮＰＯ法人「Ａｖａｉｎ」

に参加しています。

   若者と地域をつなぎ、若者の

意見を積極的に取り入れる場

づくりを一緒に考えていきた

いです！

　条例を策定する過程の中で

大崎市の民度の高さを実感し

ました。

　条例を使うことで、これま

で発言する機会が少なかった

若者や女性の意見をうまくま

ちづくりに活用できたらいい

ですね。


